
景品類の価額の算定基準について  

 

（昭和５３年１１月３０日事務局長通達第９号） 

 

 公正取引委員会の決定に基づき、景品類の価額の算定基準を次のとおり定めたので、以

後これによられたい。 

 なお、「景品類の価額の算定基準および商店街における共同懸賞について（昭和４７年

１２月１９日公取監第７７３号事務局長通達）」は廃止する。 

 

景品類の価額の算定基準 

 

１ 景品類の価額の算定は、次による。 

(1) 景品類と同じものが市販されている場合は、景品類の提供を受ける者が、それを通

常購入するときの価格による。 

(2) 景品類と同じものが市販されていない場合は、景品類を提供する者がそれを入手し

た価格、類似品の市価等を勘案して、景品類の提供を受ける者が、それを通常購入する

こととしたときの価格を算定し、その価格による。 

２ 海外旅行への招待又は優待を景品類として提供する場合の価額の算定も１によるが、

具体的には次による。 

(1) その旅行が、あらかじめ旅行地、日数、宿泊施設、観光サービス等を一定して旅行業

者がパンフレット、チラシ等を用いて一般に販売しているもの（以下「セット旅行」と

いう。）である場合又はその旅行がセット旅行ではないが、それと同一内容のセット旅

行が他にある場合は、そのセット旅行の価格による。 

(2) その旅行がセット旅行ではなく、かつ、その旅行と同一内容のセット旅行が他にない

場合は、その旅行を提供する者がそれを入手した価格、類似内容のセット旅行の価格

等を勘案して、景品類の提供を受ける者が、それを通常購入することとしたときの価

格を算定し、その価格による。 


